７医政第515号　

令和8年３月31日　
医療機関長　様
長崎県医療政策課長

長崎県脳卒中急性期専門医療機関への登録について（募集）
日ごろから、本県の脳卒中対策の推進につきましては、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本県では、平成22年度より脳卒中診療に関する医療機関の機能分化を推進するとともに、脳卒中患者の搬送先について適切な判断が行えるよう、急性期の脳卒中医療に対応できる医療機関を長崎県脳卒中急性期専門医療機関（脳卒中診療ネットワーク）として認定しているところです。
今回、急性期脳卒中診療の後方支援体制の拡充を図るとともに、今後、急性期医療機関の更なる機能分化を促進し、医療機関間の連携を強化することで、脳卒中患者の急性期からの切れ目のない円滑な移行を推進することを目的として、これまでの脳卒中支援病院の要件を緩和し、募集いたします。
つきましては、脳卒中支援病院への申請を希望される医療機関におかれましては、制度趣旨および認定要領をご確認の上、必要事項を下記提出書類にご記入いただき、4月30日（木）までに下記担当あて提出いただきますようお願い申し上げます。
なお、認定医療機関につきましては、認定後、別途、現況報告書の提出をお願いする予定です。
　

記

１脳卒中支援病院の定義
地域脳卒中センター又は高次脳卒中センターと連携し、発症７日以内の急性期脳卒中患者を受け入れる体制※１があり、地域で脳卒中急性期診療を支える医療機関。（※１：急性期脳卒中患者の24時間365日の受け入れ体制は問わないが、常態的な受け入れ体制を指す。）
長崎県急性期専門医療機関（脳卒中診療ネットワーク）の概要や認定要件については、別添認定要領をご参照ください。
２申請方法
　　メール（アドレス：s04030@pref.nagasaki.lg.jp）または、FAXでご提出ください。
３申請書類
　　以下（１）～（２）の2点について、必要事項をご記入いただき提出をお願いします。

　（１）様式第１号（脳卒中急性期専門医療機関（脳卒中支援病院）認定申請について）
　（２）様式第2号（長崎県脳卒中支援病院報告書（新規申請用））
　　※その他、医療機関の脳卒中診療実績等が分かる書類もあれば添付をお願いします。
　　※後日、詳細をお尋ねする場合がございます。　　　　　　　　　　　　　　（裏面あり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４添付書類
　（１）長崎県脳卒中急性期専門医療機関（脳卒中診療ネットワーク）の概要
　（２）長崎県脳卒中急性期専門医療機関認定要領（R8.4.1～）

　（３）様式第１号（脳卒中急性期専門医療機関（脳卒中支援病院）認定申請について）
　（４）様式第2号（長崎県脳卒中支援病院報告書（新規申請用））
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